
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸や大坂との交易で賑わった湊町酒田には、由緒ある雛人形が保存されてきま 

した。早春のこの時期、これらのお雛様を市内の観光施設で一斉に展示します。 

展示品は他にも、古くから地元に伝わる愛らしい土人形「鵜渡川原人形」や「傘福」など

もあります。 

期間中は、いろいろなイベントが開催され、市内飲食店や菓子店では、期間限定の雛膳

や雛スイーツを提供します。 
 
◆開催期間：3 月 1 日(木)～4 月 3 日(火) ※期間は各会場で異なります。 

◆主要展示施設 

  ・(公財)本間美術館 ／ 北前船が伝えた華 雛祭 古典人形展 

  ・本間家旧本邸 ／ 本間家のおひなさま 

  ・旧鐙屋 ／ 雛街道 特別展示 

・山王くらぶ ／ 湊町酒田の傘福と辻村寿三郎作『さかたの雛あそび』 

  ・相馬樓 ／ 酒田のおひなさま 

  ・山居倉庫酒田夢の倶楽華の館 ／ 湊酒田 加藤家のお雛さま 

  ・酒田あいおい工藤美術館 ／ 北前船が運んだ 古典名雛と金魚雛 

  ・清亀園 ／ 第 6回酒田の古傘福と古典雛 

  ・酒田市立資料館 ／ 資料館のおひなさま 

  ・酒田市松山文化伝承館 ／ 子供を育む地域の行事～お雛様を中心に～ 

  ・旧阿部家 ／ 旧阿部家ひなまつり 

  ・さかた中通り商店街アーケード ／ 商店街の傘福展示 

  ・マリーン 5清水屋 ／ 春のチャリティ茶会で見る『おひなさま』 

書店でみる『おひなさま』 

  ・傘福紅房 ／ 傘福と可愛い細工物 

  ≪お問合せ先≫ 酒田観光物産協会 ☎0234-24-2233 

～ 全戸訪問終了しました ～ 

11月下旬より、みなさまのお宅を訪問させていただき、山形県からお預かりしたお米や各種

相談窓口等の資料をお届けいたしました。また、不在票を見てご連絡くださった方、こちらに

足を運んでくださった方など、みなさんからお伺いした声を今後の支援に役立てていきたいと

思います。 

 今後、お引越しの際は、酒田市危機管理課もしくは酒田市社会福祉協議会（避難者生活支援

相談員）までご連絡くださるようお願いいたします。 

◎酒田市危機管理課   ☎0234-26-5701 

◎酒田市社会福祉協議会 ☎0234-23-5765 

 



  

    

 

 

高速道路の無料措置が『ふるさと帰還通行カード』を利用した方法に変わります。 

出口料金所の通行を迅速化するため、新たにカード(顔写真付き)を発行します。 
 

◆申 請 受 付 開 始：平成 29年 12月 22日(金)～ 
 

◆無料措置実施期間：平成 32年 3月 31日(火)まで 
 

◆対象となる方： 

被災時に国が定める原発事故の警戒区域等に居住されていた方、居住地が特定避難勧奨地点

の設定を受けた方のうち、東日本大震災発生時に居住していた市町村が指定する受付窓口に、

「ふるさと帰還通行カード」の申込を行いカードの貸与を受けた方。 
 

◆申込方法： 

「ふるさと帰還通行カード」利用申込書(※1)に所定の事項を記載の上、指定の本人確認書類

(※2)と共に、被災時に居住していた自治体の窓口に提出してください。なお、お申込みは、

郵送での受付や代理の方による受付も実施します。 

※1．「ふるさと帰還通行カード」利用申込書は、自治体窓口、福島県内の料金所、ＮＥＸＣＯ 

東日本ＨＰからダウンロードも可能です。⇒「ふるさと帰還通行カード」で検索でき 

ます。 

※2．本人確認書類について、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パス

ポート)、身体障害者手帳、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書など。 

◎窓口にご提示いただく際は、いずれの書類も原本に限ります。(申込みは、郵送での 

受付や代理の方による受付も実施) 
 

※平成 30年 7月 1日(日)からはカードによる通行へ完全移行し、平成 30 年 6月末までは、

従前からの被災証明書等の提示による通行方法も可能とします。 
 

≪お問合せ先≫ 

◆利用申込書の受付窓口・受付方法等については、東日本大震災発生時に居住されていた各 

自治体にお問い合わせください。 

 


